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○環境影響評価法（平成九年法律第八十一号） 

 

 

（定義） 

第二条 （略） 

２ この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事

業であって、規模（形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物

の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。）

が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令

で定めるものをいう。 

一   次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。 

イ～ハ（略） 

ニ 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港その他の

飛行場及びその施設の設置又は変更の事業 

ホ～ワ（略）  
 二 （略） 

３～５ （略） 

 

（方法書の作成） 

第五条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえる

とともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の

二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決

定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法（調査、予測及び評価に係る

ものに限る。）について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の

種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項（配慮書を作成

していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。）

を記載した環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成しなけれ

ばならない。 

一 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

二 対象事業の目的及び内容 

三 対象事業が実施されるべき区域（以下「対象事業実施区域」という。）

及びその周囲の概況  
四～八 （略） 

２ 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事

業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成するこ

とができる。  
 

（方法書についての意見書の提出） 

第八条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の

公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過す

る日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることが

できる。 

２ （略） 
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（方法書についての都道府県知事等の意見）  

第十条 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、

第四項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方

法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとす

る。 

２～６ （略） 

 

（環境影響評価の項目等の選定） 

第十一条 （略） 

２ 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるとき

は、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申

出を書面によりすることができる。 

３～４ （略） 

 

 （環境影響評価の実施） 

第十二条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づい

て、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で

定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならな

い。 

２ （略） 

 

 （準備書の作成） 

第十四条 事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評

価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意

見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業

の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事

項を記載した環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成しなけ

ればならない。 

 一 第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項 

 二 第八条第一項の意見の概要 

 三 第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市

の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意

見 

 四 前二号の意見についての事業者の見解 

五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

六 第十一条第二項の助言がある場合には、その内容 

七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの 

  イ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目

ごとにとりまとめたもの（環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影

響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。） 

  ロ 環境の保全のための措置（当該措置を講ずることとするに至った検討

の状況を含む。） 

  ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるもので

ある場合には、当該環境の状況の把握のための措置 
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  ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価 

 八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その

者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

 九 その他環境省令で定める事項 

２ 第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。 

 

 

 （準備書についての意見書の提出） 

第十八条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十六

条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経

過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べるこ

とができる。 

２ （略） 

 

 

 （準備書についての関係都道府県知事等の意見） 

第二十条 関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第四項に

規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書につい

て環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２～６ （略）  
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○飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並び

に当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定する

ための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成十

年運輸省令第三十六号） 

 

 

（方法書の作成） 

第十七条  令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要

件に該当する対象事業（以下「対象飛行場設置等事業」という。）に係る事

業者（以下単に「事業者」という。）は、対象飛行場設置等事業に係る方法

書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっ

ては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一  対象飛行場設置等事業の種類（対象飛行場設置等事業に係る設置の事業

又は変更の事業の別及び変更の事業にあっては滑走路の新設を伴う事業

又は滑走路の延長を伴う事業の別をいう。以下同じ。） 

二  対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域（以下「対象飛行場設置等

事業実施区域」という。）の位置 

三  対象飛行場設置等事業の規模（対象飛行場建設等事業に係る設置の事業

又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延

長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。 

以下同じ。） 

四～五（略） 

２  事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第三号 

に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な 新の文献その他の資料

により把握した結果（当該資料の出典を含む。）を第二十条第一項第二号に

掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。 

３  事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事

項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を

適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。 

４  事業者は、対象飛行場設置等事業に係る方法書に法第五条第一項第七号 

に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調

査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。こ

の場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び

当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該

専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとす

る。 

５  事業者は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて

方法書を作成した場合にあっては、対象飛行場設置等事業に係る方法書にお

いて、その旨を明らかにしなければならない。 

 

 

（環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握）  
第二十条 （略） 
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一～二（略） 

２ （略） 

３ 事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事

項に留意するものとする。 

一（略） 

二 必要に応じ、対象飛行場設置等事業に係る環境影響を受ける範囲である

と認められる地域を管轄する地方公共団体（以下「関係する地方公共団体」

という。）又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認す

るよう努めること。 

三（略） 

 

 

（環境影響評価の項目に係る調査の手法） 

第二十四条 （略） 

一～五（略） 

２  第七条第二項から第四項までの規定は、前項の対象飛行場設置等事業に係

る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第

二項中「前項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」と、「選定事

項」とあるのは「選定項目」と、同条第三項及び第四項中「第一種飛行場設

置等事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあ

るのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「現地調査及び踏査等を行う

場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第四項中「文

献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るため

に行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当

該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。 

３ （略） 

４ 事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期

間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該

観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければ

ならない。 

 

 

（環境影響評価の項目に係る予測の手法） 

第二十五条 （略） 

一～四（略） 

２ 第八条第二項から第四項までの規定は、前項の対象飛行場設置等事業に係

る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第

二項中「前項第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、同条第三

項及び第四項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるの

は「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、同条第三

項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、

予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定
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項目」と、同条第四項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「対象飛

行場設置等事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければな

らない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ

予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの

程度により把握するものとする」と読み替えるものとする。 

３ （略） 

４ 事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象

飛行場設置等事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因に

よりもたらされる当該地域の将来の環境の状況（将来の環境の状況の推定が

困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっ

ては、現在の環境の状況）を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予

測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の

状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、

将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施す

る環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らか

にできるよう整理するものとする。 

 
 

（環境影響評価の項目に係る評価の手法） 

第二十六条 （略） 

一（略） 

二 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らか

にできるようにするものであること。 

三（略） 

四 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。 

イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるよう

にするもの。 

ロ（略） 

五 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合に

は、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。 

 

 

（環境保全措置の検討） 

第二十九条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度

が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行

可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減する

こと、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境

影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境

の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めるこ

とを目的として環境の保全のための措置（以下「環境保全措置」という。）

を検討しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は

低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境
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の有する価値を代償するための措置（以下「代償措置」という。）を検討し

なければならない。 

 

 

（検討結果の検証） 

第三十条 事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全

措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れら

れているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可

能な範囲内で対象飛行場設置等事業に係る環境影響ができる限り回避され、

又は低減されているかどうかを検証しなければならない。 

 

 

（検討結果の整理） 

第三十一条 事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、

次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。 

一 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の

変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度 

三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

四 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難で

ある理由 

五 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出され

る環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に

係る環境要素の種類及び内容 

六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能である

と判断した根拠 

２ 事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、

それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明ら

かにできるよう整理しなければならない。 

３ 事業者は、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項について

の環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から第一種飛

行場設置等事業に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避

され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整

理しなければならない。 

 

 

（事後調査） 

第三十二条 （略） 

一～四（略） 

２ （略） 

３ 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項

をできる限り明らかにするよう努めなければならない。 

一 事後調査を行うこととした理由 

二 事後調査の項目及び手法 
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三 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった

場合の対応の方針 

四 事後調査の結果の公表の方法 

五 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者（以下この号において

「関係地方公共団体等」という。）が把握する環境の状況に関する情報を

活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当

該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容 

六 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施

主体の氏名（法人にあっては、その名称）並びに当該実施主体との協力又

は当該実施主体への要請の方法及び内容 

七 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項 

４ （略） 

 

（準備書の作成） 

第三十三条 事業者は、法第十四条第一項の規定により対象飛行場設置等事業

に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載す

るに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 

二 対象飛行場設置等事業の工事計画の概要 

三 対象飛行場設置等事業に係る飛行場及びその施設の区域の位置 

四 対象飛行場設置等事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類及

び数 

五 前各号に掲げるもののほか、対象飛行場設置等事業の内容に関する事項

（既に決定されている内容に係るものに限る。）であって、その変更によ

り環境影響が変化することとなるもの 

２ 第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により事業者

が対象飛行場設置等事業に係る準備書を作成する場合について準用する。こ

の場合において、第十七条第二項中「その他の資料」とあるのは、「その他

の資料及び第二十条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三

項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する前項」と、同

条第四項中「第五条第一項第七号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、

同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用す

る法第五条第二項」と読み替えるものとする。 

３ 事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号 

イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替

えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第二項において読み替えて準

用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければ

ならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなけ

ればならないとされた事項、第二十五条第四項において明らかにできるよう

整理するものとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号に

おいて明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた

事項の概要を併せて記載しなければならない。 

４ 事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号 

ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状
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況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにでき

るよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。 

５ 事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号 

ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明

らかにされた事項を記載しなければならない。 

６ 事業者は、対象飛行場設置等事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号 

ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の

概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。  
 


